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調整力の定義及び調整力確保計画の対象について

平成27年１２月１７日

調整力等に関する委員会 事務局

第６回調整力等に関する委員会
資料６



2はじめに

 本機関では、第２段階に向けたルール改正、送配電等業務指針に基づく調整力確保計画に関
する事項を検討しており、下記２点について審議、報告させていただきたい。

 調整力の定義について（審議事項）

 調整力確保計画の対象について（報告事項）



3調整力の定義の位置づけ

１２月 １月 ２月 ３月 ４月～６月１１月

ルール改正案の検討
意見
公募

修正
検討

認可
申請

新ルールに基づく業務

第２段階に向けルール改正のスケジュール

 本機関では、電力システム改革の第２段階として来年４月から施行される電気事業法の改正内
容（ライセンス制度の導入等）を踏まえ、本機関のルール（業務規程、送配電等業務指針）の改
正を検討しており、来年３月末までに経済産業大臣の認可を得られるよう準備をしているところ。

 ルール改正案の検討に当たり、一般送配電事業者が供給区域の電圧及び周波数を維持する
ために必要な調整力の定義をより具体的に見直す必要があり、検討を行った結果、次頁のとお
り整理した。本日の議論を踏まえ、改正案の検討を進める。



4調整力と予備力の定義

需給バランス調整 周波数制御

上げ調整力

（供給区域の不足インバランスの
発生に対応するための調整力）

下げ調整力

（供給区域の余剰インバランスの
発生に対応するための調整力）

予備力

調整力と予備力の概念図

調整力

一般送配電事業者が行うアンシラリーサービス

供給区域の調整力以外の
発電機（電源Ⅲ）の発電余力

その他の系統安定化業務
（潮流調整、電圧調整等）

発電機、蓄電池、ディマンドリスポンスその他の電力需給を制御するシステ
ムその他これに準ずるもの（但し、流通設備は除く。）の能力

 調整力と予備力の定義は以下のとおりとしたいがどうか。（ここでの予備力とはエリアの予備力を指す。）

 調整力とは、一般送配電事業者が供給区域におけるアンシラリーサービスを行うために必要な電源等の能
力であり、すなわち「一般送配電事業者が、供給区域における周波数制御、需給バランス調整その他の系
統安定化業務に必要となる発電機、蓄電池、ディマンドリスポンスその他の電力需給を制御するシステム
その他これに準ずるもの（但し、流通設備は除く。）の能力」をいう。

 予備力とは、「供給区域の調整力以外の発電機の発電余力と上げ調整力を足したもの」をいう。

※上げ調整力の定義は次頁に記載。

＜参考＞現在の「調整力」の定義
業務規程 第１０１条の２
本機関は、前条及び送配電等業務指針に定める

ところにより会員から提供される情報等をもと
に、各供給区域の予備力及び調整力（一般電気
事業者の送配電部門が、供給区域における周波
数制御、需給バランス調整その他の系統安定化
業務に必要となる電源等の能力をいう。）の適
切な水準等について検討を行う。

※周波数制御、需給バランス調整のための調整力のイメージ図はＰ８に整理

※調整力、予備力のイメージ図はＰ５に整理

※調整力の対象範囲はＰ１６に整理
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 上げ調整力、下げ調整力の定義は以下のとおりとしたいがどうか。（電源Ⅰ 、電源Ⅱ、電源Ⅲ
の定義は第３回電力基本政策小委員会資料５を基に作成。）

 電源Ⅰとは、一般送配電事業者があらかじめ確保する電源等をいう。

 電源Ⅱとは、一般送配電事業者からオンラインでの調整ができる電源等をいう。

※ディマンドリスポンスの場合は、必ずしも一般送配電事業者が需要家の機器をオンラインで
直接制御することは求めない。

 電源Ⅲとは、一般送配電事業者からオンラインでの調整ができない電源等をいう。

 上げ調整力とは、供給区域の不足インバランスの発生に対応するための調整力をいう。

 下げ調整力とは、供給区域の余剰インバランスの発生に対応するための調整力をいう。

予
備
力

電
源
Ⅲ
の
発
電
余
力



6（参考）周波数制御・需給バランス調整に必要となる調整力の持ち方イメージ

出典： 第８回制度設計ＷＧ資料５－２
（区分名称は第３回電力基本政策小委資料５に基づく）

電源Ⅰ

電源Ⅱ

電源Ⅲ
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(参考) 「予備力」「調整力」の関係（需給バランス視点）
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一般送配電事業者が
上げ調整力から不足
インバランス分を補給

長期断面（供給計画） 短期断面（１時間前） 実需給断面（１時間前以降）
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※不足インバランスが発生した場合

 調整力と予備力の関係を時系列で整理すると下図のようになる。



8(参考)「調整力」の内訳イメージ

出力
（ｋＷ）

燃料費
高

電源 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

上げ調整力

下げ調整力

燃料費
高

電源 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

発電計画

調整力確保量

一般送配電事業者が周波数
制御のために必要な調整力を
確保した発電計画

需給バランス
調整のための

調整力

上げ調整力：系統に並列中の調整力電源の発電余力＋停止中の調整力電源（水力、ガスタービンに
限る）の供給力＋ディマンドリスポンス（ＤＲ）

下げ調整力：調整力電源の発電計画値－系統に並列中の調整力の 低出力＋揚水発電のポンプ
アップ

100%

低
出力

0%

100%

低
出力

0%

周波数制御の
ための調整力
（ＧＦ、ＬＦＣ等）

内訳

ＤＲＤＲ

上げ調整力

出力
（ｋＷ）

揚
水

揚
水

下げ調整力



9（参考）調整力により実施する系統安定化業務
（１）需給バランス調整

出典：第８回制度設計ＷＧ資料５－２



10（参考）調整力により実施する系統安定化業務
（２）周波数制御

出典：第８回制度設計ＷＧ資料５－２



11（参考）調整力により実施する系統安定化業務
（３）潮流調整

出典：第８回制度設計ＷＧ資料５－２



12（参考）調整力により実施する系統安定化業務
（４）電圧調整

出典：第８回制度設計ＷＧ資料５－２



13（参考）調整力により実施する系統安定化業務
（５）系統保安ポンプアップ、（６）ブラックスタート

出典：第８回制度設計ＷＧ資料５－２
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（余白）



15（報告）広域機関が調整力の確保状況を監視する仕組み

当該年度の開始前 実需給

監視

月間、週間、翌日、当日

一般送配電
事業者

調整力の確保に関する計
画を作成（指針第１５条）

提出

供給区域の需要及び供給
力並びに調整力に関する
計画を作成※

提出

広域機関 広域機関システムで
ＧＦ量、ＬＦＣ容量、予
備力・調整力の確保
状況を監視（業務規
程第５０条）

予備力・調整力の確保
状況を監視（業務規程
第５０条）

ＧＦ量、ＬＦＣ容量を含む
調整力のための設備の
確保状況を確認、必要
な理由を確認

需給の状況が悪化又は悪化のおそれがある場合、会員に対して需給の状況を改善するために必
要な指示等を行う（業務規程第５２条～５６条）

※送配電等業務指針に規定する方向で検討中。

 本機関は、一般送配電事業者が供給区域における系統安定化業務を行うために必要な調整
力の確保状況を監視する。

 当該年度の開始前に一般送配電事業者が本機関に提出する「調整力の確保に関する計画」の
様式については、現在検討中。検討状況は次頁以降に整理。

＜本日報告＞



16（報告）調整力の範囲と調整力確保計画の提出対象

周波数制御
需給バランス調整

潮流調整

電圧調整

ポンプアップ

ブラックスタート

周波数制御・需給バランス調整に
用いる電源
※ＧＦ/ＬＦＣ/ＥＬＤ/手動により活用

系統信頼度維持に用いる電源
ループ切替の位相調整に用いる電源

•調相運転ができる電源
•電圧維持のためのマストラン電源

保安ポンプに使われる揚水

ブラックスタート機能を有した電源

系統安定化業務
活用するもの

電源等 流通設備

ＥＰＰＳ
北本ＡＦＣ

並列コンデンサ
並列リアクトル
変圧器タップ
ＳＶＣ
ＳＴＡＴＣＯＭ

その他

調整力
＝確保計画の提出対象
※年度末に、翌年度の確保状況を確認
※運用段階では需給バランス調整等に

必要な調整力の量はシステムで把握

運用業務のための把握対象
※ただし、広域機関の運用業務で必要な

ものは別途選定（配電関係は不要など）
※対象設備の増強/廃止の場合、適宜、情

報を得る

 調整力確保計画には、下図の範囲を対象として提出を求める方向で検討している。



17（報告）調整力の種類ごとの記載事項と確認内容

 送配電等業務指針において、調整力確保計画には、調整力の「必要量」「具体的内容」「必要と
する理由」の記載を求めることとしており、具体的な記載事項は以下の通り。

 本機関は、当該計画における調整力の必要量の妥当性等を確認する。
※調整力の調達方法の公正性、確保に必要なコストの託送料金での回収の可否については、資源エネル

ギー庁及び電力取引等監視委員会による検討等が必要。

調整力の
区分

「必要量」の記載
事項

「具体的内容」の記載事項 「必要とする理由」
広域機関における

確認内容

電源Ⅰ 供給区域の周波
数維持業務に必
要な調整力の量
（ｋＷ）を記載。

• 供給区域の電源等のうち、該当するも
のを一覧表にまとめ、確保量を記載。

• 対象電源等については、さらに、ＧＦ量、
ＬＦＣ容量についても記載。

• 具体的には、下記の事項が考えられる
が、詳細および様式は引き続き検討。

発電所名、ユニット名、所在地、種類、認可
大出力、 低出力、ＧＦ量、ＬＦＣ容量、月

別の調整力確保量・出力変動幅

系統安定化業務と
して行う周波数制
御・需要バランス
調整業務、その他
の系統安定化業
務（潮流調整、電
圧調整、ポンプ
アップ、ブラックス
タート）のそれぞれ
について、必要と
する理由を記載。

・必要量の妥当性
・必要量が確保されていること
・必要とする理由の妥当性
※必要量の判断基準について

は長期・短期の検討結果に
よる。

電源Ⅱ 調整力として活
用できる量は稼
働状況によるた
め、必要量の記
載は不要。

・オンライン電源のうち電源Ⅱ
として確保していない場合、
又は前年度より確保量が減
少した場合はその理由と影
響

※上記では「電源」と記載しているが、電源以外でも調整力を提供できるものは含む。

＜参考＞送配電等業務指針第１５条
（調整力の確保に関する計画及び実績の提出）
第１５条 一般電気事業者は、毎年度、翌年度の調整力の確保に関する計画を作成し、当該年度の開始前に、本機関に提出しなければならない。
２ 前項の調整力の確保に関する計画には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一 調整力の必要量
二 調整力の具体的内容
三 調整力を必要とする理由
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調整力確保に関する計画
事業者名 ◯◯電力

（１）調整力の必要量及び調整力の具体的内容

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 調相
特定地域

稼働

350 0 0 350 350 350 350 350 350 350 350 350

(350) (0) (0) (350) (350) (350) (350) (350) (350) (350) (350) (350)

350 0 0 350 350 350 350 350 350 350 350 350

(350) (0) (0) (350) (350) (350) (350) (350) (350) (350) (350) (350)

0 600 600 600 600 600 600 0 0 600 600 600

(0) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (0) (0) (500) (500) (500)

600 600 600 600 600 0 0 600 600 600 600 600

(500) (500) (500) (500) (500) (0) (0) (500) (500) (500) (500) (500)

±95 ±460 1300 1200 1200 1900 1900 1300 1300 1300 1300 1900 1900 1900

(1200) (1000) (1000) (1700) (1700) (1200) (1200) (1200) (1200) (1700) (1700) (1700)

1000 1000 1000 1400 1400 1000 1000 1000 1000 1400 1400 1400

300 300 300 300 300 300 0 0 300 300 300 300

(300) (300) (300) (300) (300) (300) (0) (0) (300) (300) (300) (300)

300 300 300 300 300 300 0 0 300 300 300 300

(300) (300) (300) (300) (300) (300) (0) (0) (300) (300) (300) (300)

0 0 350 350 350 350 350 0 0 350 350 350

(0) (0) (150) (150) (150) (150) (150) (0) (0) (150) (150) (150)

350 0 0 350 350 0 350 350 350 350 350 0

(150) (0) (0) (150) (150) (0) (150) (150) (150) (150) (150) (0)

±65 ±235 950 600 950 1300 1300 950 700 350 950 1300 1300 950

(750) (600) (750) (900) (900) (750) (300) (150) (750) (900) (900) (750)

±160 ±695 2250 1800 2150 3200 3200 2250 2000 1650 2250 3200 3200 2850

(1950) (1600) (1750) (2600) (2600) (1950) (1500) (1350) (1950) (2600) (2600) (2450)

調整力確保量（合計）

出力変動幅（合計）

調整力確保量（合計）

出力変動幅（合計）

－ －±5.0% ±5.0% ◯ － －

－ － －

D火力発電所　2号機 〃 350 200

±5.0% ±5.0% ◯ －

◯ － ◯ ◯

D火力発電所　1号機 D県D市 350 200

±5.0% ±100MW ◯

◯ ◯ － ◯ ◯

C揚水発電所　2号機 〃 300
0

（-310）

0
（-310）

±5.0% ±100MW

調整力確保量（合計）

出力変動幅（合計）

調整力必要量（合計）

電
源
Ⅱ

C揚水発電所　1号機 C県C市 300

－ － －±5.0% ±5.0% ◯ －B火力発電所　2号機 〃 600 100

±5.0% ◯ － － － －

－

B火力発電所　1号機 B県B市 600 100 3 ８時間以内 ±5.0%

±5.0% ±200MW ◯ ◯ － ◯

◯ －

A揚水発電所　2号機 〃 350
0

（-360）

±5.0% ±200MW ◯ ◯ －

ポンプアップ
ブラックス

タート

電
源
Ⅰ

A揚水発電所　1号機 A県A市 350
0

（-360）
5

水力
指令から並列
までの時間

GF量

[%,103kW]

LFC容量

[%,103kW]

調整力確保量　[103kW]　　（上段；可能出力，下段；出力変動幅） 潮流調整
電圧調整

周波数制御・需給バランス調整業務 その他の系統安定化業務

発電所名
ユニット名

所在地 種類
認可 大出力

[103kW]

低出力

（揚水動力）

[103kW]

出力変化速度

[%103kW/分]

火力
ＤＳＳ機能

（報告）調整力の確保に関する計画の様式イメージ

※様式は今後の検討状況により変更する可能性あり。


